
親族後見人向け勉強会 

日々の後見活動で悩みはありませんか？ 

親族で後見人をやっている、

もしくはこれから後見人になる

ことを検討している方を対象

に、選任後の定期報告や各

種許可を求める際に、家庭裁

判所が何を求めているのか解

説をします。勉強会の後半に

質疑応答の時間をつくり、実

際の後見活動で困っているこ

とや、疑問を解決できるような

内容になっています。 

お問い合わせ・お申込み 
下記の連絡先に、お電話もしくは裏面のお
申込み書に必要事項を記入後、ＦＡＸく
ださい。 

電話：03-3908-7280 
FAX：03-3905-4653 

主催 社会福祉法人北区社会福祉協議会 権利擁護センター「あんしん北」 

8 月 2 日（木） 

午後２時 - ３時 30 分 

岸町ふれあい館第2集会室 

（北区岸町1-6-17） 

司法書士 原田 圭介 

（リーガルサポート北・荒川支部） 

親族後見人、後見人にな

ることを検討している方 

  

日にち  

時 間  

場 所      

    

   

 
 

 

報告書ってどん

なことを書くの？ 

本人名義の不動産

を売買するにはどう

するの？ 

本人が亡くなった時の

手続きは？ 



親族後見人むけ勉強会 

参加者氏名① 

 

住所 

〒 

電話番号 

 

参加者氏名② 

 

住所 

〒 

電話番号 

 

活動年数     年      か月 

活動年数     年      か月 

FAX:03-3905-4653 

権利擁護センターあんしん北 


